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令和元年小樽市議会第４回定例会 

市 長 提 案 説 明 

 

 令和元年第４回定例会の開会に当たり、ただいま上程されました各案件に係

る提案理由の説明に先立ち、一言申し述べさせていただきます。 

 

本年も残すところ、あと一月ほどとなりました。本年は、我が国において、平

成から令和へと元号が変わり、新たな時代の幕開けとなる節目の年となりました。 

本市におきましても、この新たな時代にふさわしく、この度、今後のまちづく

りの指針として、本年度から令和１０年度までの１０年間を計画期間とする「第

７次総合計画」を策定したところであります。 

人口減少や少子高齢化など、本市の抱える様々な課題の解決に向けて、この計

画に基づき、私の公約である「備え」にしっかり取り組みながら、本市の強みを

生かしたまちづくり、安全・安心なまちづくりを着実に進め、市民の皆さんがこ

れからの新たな時代を安心して心豊かに暮らせる、活力あふれる地域社会の実現

を目指してまいりたいと考えております。 

一方で、本市財政は、依然として厳しい状況にあることから、引き続き財源の

確保に努め、選択と集中の視点を持って、今後もしっかり取り組んでまいりたい

と考えているところであります。そのためには、職員と力を合わせるのはもちろ

んのこと、自治基本条例の理念に基づき、市民の皆さん、議員の皆さんとの協働

によるまちづくりを進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 

それでは、ただ今上程されました各案件について、提案理由の概要を説明申し

上げます。 

初めに、議案第１号及び議案第２号の令和元年度各会計補正予算について説明

申し上げます。 

議案第１号の一般会計補正予算の主なものといたしましては、国内外観光客の
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通信利便性の向上を図るため、公衆無線ＬＡＮ設備の整備について費用の一部を

助成する「堺町通り商店街公衆無線ＬＡＮ延長整備事業費補助金」や、銭函地区

において地域密着型サービス事業所を新たに開設する事業者に対し、準備経費の

一部を助成する「介護サービス提供基盤等整備事業費交付金」を計上するほか、

観光税導入の検討や港湾計画改訂に向けた検討に当たり、所要の経費を計上いた

しました。 

また、風しんの追加的対策として、抗体検査の無料クーポン券を対象者に発送

するため「感染症等予防対策費」を増額し、後期高齢者医療に係る療養給付費に

ついて、前年度の本市負担額の確定に伴い「後期高齢者医療費」を増額するほか、

申請件数・受診件数の増加に伴い、「未熟児養育医療事業費」、「各種がん検診

費」を増額いたしました。 

そのほかでは、地籍調査事業につきまして、事業の進捗状況を踏まえ、当初予

定していた調査を延期することから、所要の事業費を減額し、また、歳入におい

て、学校給食新光共同調理場の跡地等の売却に伴い、土地売払収入を計上いたし

ました。 

これらに対する財源といたしましては、国・道支出金、寄附金を計上し、財政

調整基金繰入金を減額いたしました。 

債務負担行為につきましては、国立小樽海上技術学校の存続のため、移転先と

して、来年３月で閉校となる小樽商業高等学校の敷地・建物の取得費用を計上す

るほか、「港湾計画検討業務委託料」、「（仮称）消防署手宮支署建設事業費」、

「臨時市道整備事業費」、「スクールバス運行経費」、「水泳教室開催経費」に

ついて計上いたしました。 

また、指定管理者による管理代行業務等につきましては、さくら学園や総合体

育館など４件について、債務負担行為により計上いたしました。 

以上の結果、一般会計における補正額は、１億７９０万円の増となり、財政規

模は、５９３億５，９１９万７，０００円となりました。 

議案第２号の水道事業会計補正予算につきましては、工事の早期発注を図るた

め「配水管整備事業費」について、債務負担行為により計上いたしました。 
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続きまして、議案第３号から議案第３２号までについて説明申し上げます。 

議案第３号 職員給与条例等の一部を改正する条例案につきましては、国家公

務員の給与改定に準じ、職員の給料月額、勤勉手当の支給割合及び扶養手当につ

いて改定するとともに、病院事業管理者の期末手当の支給割合を改定するもので

あります。 

議案第４号 手数料条例の一部を改正する条例案につきましては、保健所関係

手数料、税関係手数料及び建築証明手数料を改定するものであります。 

議案第５号 特別会計設置条例の一部を改正する条例案につきましては、産業

廃棄物処分事業特別会計を廃止するものであります。 

議案第６号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案につき

ましては、災害弔慰金等の支給に関する事項を調査審議するため、災害弔慰金等

支給審査委員会を設置するものであります。 

議案第７号 市民会館条例の一部を改正する条例案につきましては、市民会館

のホール等の利用に係る利用料金設定基準を改定するとともに、所要の改正を行

うものであります。 

議案第８号 公会堂条例の一部を改正する条例案につきましては、公会堂の

ホール等の利用に係る利用料金設定基準を改定するとともに、所要の改正を行う

ものであります。 

議案第９号 市民センター条例の一部を改正する条例案につきましては、市民

センターのホール等の利用に係る利用料金設定基準を改定するとともに、所要の

改正を行うものであります。 

議案第１０号 銭函市民センター条例の一部を改正する条例案につきましては、

銭函市民センターの集会室の使用料を改定するとともに、所要の改正を行うもの

であります。 

議案第１１号 コミュニティセンター条例の一部を改正する条例案につきまし

ては、コミュニティセンターの集会室及び調理実習室の使用料を改定するととも

に、所要の改正を行うものであります。 

議案第１２号 さくら学園条例の一部を改正する条例案につきましては、さく
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ら学園の定員を変更するものであります。 

議案第１３号 勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例案につきましては、

勤労青少年ホームの軽運動場及び調理室の使用料を改定するとともに、所要の改

正を行うものであります。 

議案第１４号 勤労女性センター条例の一部を改正する条例案につきましては、

勤労女性センターの講習室等の使用料を改定するものであります。 

議案第１５号 化製場等に関する法律施行条例の一部を改正する条例案につき

ましては、死亡獣畜取扱場設置許可等の申請手数料を改定するものであります。 

議案第１６号 墓地及び火葬場条例の一部を改正する条例案につきましては、

火葬場の火葬炉及び控室の使用料を改定するとともに、所要の改正を行うもので

あります。 

議案第１７号 廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する条例案に

つきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、破

砕業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査の手数料を改定するとともに、

所要の改正を行うものであります。 

議案第１８号 おたる自然の村条例の一部を改正する条例案につきましては、

おたる自然の村の農林漁業体験実習館の使用料を改定するとともに、所要の改正

を行うものであります。 

議案第１９号 公設青果地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例案につき

ましては、公設青果地方卸売市場の冷蔵庫使用料を改定するとともに、所要の改

正を行うものであります。 

議案第２０号 観光物産プラザ条例の一部を改正する条例案につきましては、

観光物産プラザの多目的ギャラリー及び中庭の利用料金設定基準を改定するとと

もに、所要の改正を行うものであります。 

議案第２１号 道路占用条例の一部を改正する条例案につきましては、第１種

電柱等の道路占用料を改定するとともに、所要の改正を行うものであります。 

議案第２２号 都市公園条例の一部を改正する条例案につきましては、運動場

及び野球場の使用料を改定するとともに、所要の改正を行うものであります。 
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議案第２３号 駐車場条例の一部を改正する条例案につきましては、駅横駐車

場の利用料金設定基準を改定するとともに、所要の改正を行うものであります。 

議案第２４号 港湾施設管理使用条例の一部を改正する条例案につきましては、

船舶給水施設及び指定保税地域蔵置の使用料を改定するとともに、所要の改正を

行うものであります。 

議案第２５号 市立学校設置条例の一部を改正する条例案につきましては、豊

倉小学校を廃止するとともに、松ヶ枝中学校の位置を変更するものであります。 

議案第２６号 生涯学習プラザ条例の一部を改正する条例案につきましては、

生涯学習プラザのホール等の使用料を改定するとともに、所要の改正を行うもの

であります。 

議案第２７号 不動産の処分につきましては、旧学校給食新光共同調理場等の

土地及び建物を売払処分するものであります。 

議案第２８号から議案第３２号につきましては、いずれも公の施設の指定管理

者の指定についてであります。さくら学園につきましては引き続き社会福祉法人

後志報恩会を、いなきた児童館及び塩谷児童センターにつきましては引き続き社

会福祉法人小樽市社会福祉協議会を、駅前広場駐車場及び駅横駐車場につきまし

ては引き続き小樽駅前ビル株式会社を、総合体育館につきましては小樽スポーツ

協会・シンコースポーツコンソーシアムを、それぞれ指定するものであります。 

 以上、概括的に説明申し上げましたが、何とぞ原案どおり御可決賜りますよう

お願い申し上げます。 


